
提出書類 概要 報告内容

資産等（変更）報
告書

議員が保有する資産及び負
債を記載する。

所得等報告書 議員が過去1年間に得てい
る所得、受贈財産の課税価
額、市税の納付状況を記載
する。

関連会社等報告書 報酬を得て職に就いている
関連会社等を記載する。

資産公開制度の仕組み

佐賀市議会議員の資産公開制度の概要

資産公開制度の目的

市民が議員の高潔性について判断できるよう、その資産等を公開することにより、政治倫理の
確立及び向上に努め、清浄で民主的な市政の発展に寄与すること 「佐賀市政治倫理条例」で規定

根拠法令

提出書類一覧

議員
資産公開関係書類の提出

第3条、第4条、第5条

有権者
土地

所得
受贈財産
の課税価額

市税の
納付状況

役職

議長

※提出され
た報告書は、
提出の期日
から、5年
保管する。

保管期限

5年間

第6条
第1項

閲覧請求

③審査

有権者の総
数の1/200の
署名が必要

②審査要求

①審査請求

④
結
果
公
表

審査請求権
第8条関係

第6条第2項

①土地
・所在地、面積、
課税評価額

・地上権、賃借権

②建物

・所在地、面積、
課税評価額

③預貯金
・預金、貯金額

※当座預金、普通
預金・貯金は除く

④有価証券
・種類、額面金額

・株券については、
銘柄名、株数

⑤自動車等
・自動車、船舶、航
空機、美術工芸品

（取得額100万以上）

⑥ゴルフ場利用権
・ゴルフ場の名称

※譲渡できるもの
に限る

⑦貸付金
・貸付金の総額

※同一生計の親族に
対するものは除く

⑧借入金
・借入金の総額

※同一生計の親族に
対するものは除く

①所得
・所得の種類、金額、
基因となった事実

※確定申告の写し可

②受贈財産課税額
・金額

③市税の納付状況
・前年中に支払義務
のある市税の納付
済み額、未納額

●関連会社等

・会社その他の法人の名称、住所、役職名

※提出する年の4月1日現在の状況を記載

誰でも閲覧
できます

政治倫理審査会


